
総 行 住 第 ３ ７ 号

平 成 ２ ４ 年 ４ 月 ４ 日

各都道府県

住民基本台帳事務担当部長 殿

総務省自治行政局住民制度課長

外国人住民に係る住民基本台帳事務に関する質疑応答について

住民基本台帳法の一部を改正する法律 平成２１年法律第７７号 住民基本台帳法施（ ）、

行令の一部を改正する政令（平成２２年政令第２５３号 及び住民基本台帳法施）（注１）

行規則の一部を改正する省令（平成２２年総務省令第１１３号 の施行に関し、）（注２）

職務上の参考とするため、外国人住民に係る住民基本台帳事務に関する質疑応答につい

て、下記の問１～問１１のとおりとりまとめましたので通知します。

また 仮住民票事務に関する質疑応答については 仮住民票事務に関する質疑応答に、 、「

ついて 平成２４年２月１０日総行住第２０号自治行政局住民制度課長から各都道府県」（

住民基本台帳事務担当部長あて通知）により示しているところですが、下記の問１２以

下に追加をしましたので、併せて通知します。

貴職におかれては、その内容を承知の上、貴都道府県内の市区町村に周知くださるよ

うお願いします。

なお、本通知は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４５条の４第１項に基

づく技術的助言であることを申し添えます。

（注１）住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(平成２４年政令第４号）

による改正後のもの。

（注２）住民基本台帳法施行規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令(平成２４年総務省令第

４号）による改正後のもの。

記

【住民基本台帳事務関係】

問１ 住民基本台帳法施行令 以下 令 という 第３０条の２６第１項に規定する（ ） （ 「 」 。）

申出書の様式如何。

（答）別紙１を参考とされたい。

なお、申出者の氏名については、申出の意思を明らかにさせるため、自署又は記

名押印を求めることが適当である。



また、現に申出の任に当たっている者が申出者の代理人又は使者であるときは、

申出の任に当たっている者の氏名及び住所を明らかにさせ、自署又は記名押印を求

めることが適当である。この場合において、申出者の氏名については、現に申出に

当たっている者が記載することで差し支えない。

（問２）令第３０条の２６第１項に規定する「当該呼称が居住関係の公証のために住民

票に記載されることが必要であることを証するに足りる資料」とはどのようなもの

か。

答 「国内における社会生活上通用していることが客観的に明らかとなる資料」であり、（ ）

勤務先又は学校等の発行する身分証明書等が想定される 少なくとも 本人の意思に。 、

より作成したと認められる資料等は適当でない。

なお、国内における社会生活上通用していることの確認に代えて、親や身分行為

の相手方等について その氏名等及び身分関係を確認する場合 住民基本台帳事務処、 （

、理要領第２－２－（２）－コ－（ア）参照）には、戸籍の届出受理証明書、戸籍謄本

住民票の写し等が想定される。

（問３）令第３０条の２６第４項に規定する申出書の様式如何。

（答）別紙２を参考とされたい。

なお、申出者の氏名については、申出の意思を明らかにさせるため、自署又は記

名押印を求めることが適当である。

また、現に申出の任に当たっている者が申出者の代理人又は使者であるときは、

申出の任に当たっている者の氏名及び住所を明らかにさせ、自署又は記名押印を求

めることが適当である。この場合において、申出者の氏名については、現に申出に

当たっている者が記載することで差し支えない。

（問４）令第３０条の２６第５項に規定する「当該呼称が居住関係の公証のために必要

であると認められなくなったとき」とはどのような場合か。

（答）住民票に記載されている通称が国内における社会生活上通用していないことを市

町村長が知ったときを想定している。

（問５）通称として使用できる文字は日本人が戸籍に記載することのできる文字であっ

て、簡体字、繁体字、ローマ字等の外国の文字、誤字、俗字又は記号を通称に使用

する文字として記載することは認められないと考えるがどうか。

（答）お見込みのとおり。

、なお、日本の国籍を有する親や身分行為の相手方等の氏に俗字が用いられており

当該文字を使用して通称として住民票に記載を求めることが確認できる場合には、

当該俗字を使用して住民票の通称として記載しても差し支えない。

（問６）住民票に通称の記載がある外国人住民から、通称の記載を省略した住民票記載

事項証明書の請求があった場合であっても 住民票の写しの場合と同様 氏名と通称、 、



を併せて記載した上で交付すべきか。

（答）お見込みのとおり。

（問７）住民票を改製する場合、旧住民票に記載された通称の記載及び削除に関する事

項については、省略することなくすべて新住民票に移記する必要があると考えるがど

うか。

（答）お見込みのとおり。

（問８ 「非漢字圏の外国人住民」とは、どのような者をいうのか。）

（答）原則として、住民票に記載される国籍・地域が中国、台湾、韓国、朝鮮に該当す

る外国人住民以外の者を想定している。

なお、上記に関わらず、本国における公的な身分証明書において氏名に漢字が使

用されない外国人住民については、氏名のカタカナ表記による印影の印鑑の登録を必

要とする場合には、これを備考として記入することが適当である。

（問９）外国人住民の本国において妻が複数認められている場合、続柄を証する文書に

よって婚姻関係を確認できる場合等には、世帯主である夫との続柄を記載するに当た

り、全員「妻」とすべきか。

（答）お見込みのとおり。

（問10）中長期在留者について、在留資格の記載をし、在留期間と在留期間の満了の日

の記載を省略した住民票の写し 住民票記載事項証明書の交付請求があった場合 こ、 、

れに応じることとして差し支えないか。

（答）住民票の写し、住民票記載事項証明書について、在留資格、在留期間及び在留期

間の満了の日は、一体のものとして交付請求に応じることが適当である。

（問11）住民基本台帳法第３０条の５０に基づく法務大臣からの通知に伴う住民票の消

除等の職権処理について、外国人住民本人への通知は行う必要はないと考えるがどう

か。

（答）お見込みのとおり。

【仮住民票事務関係】

（問12）外国人登録原票の通称名に誤字、俗字が記載されている場合、仮住民票の通称

には、当該文字を日本人が戸籍に記載することができる文字に置換した上で記載する

こととすべきか。

（答）お見込みのとおり。

、 、なお 日本の国籍を有する親や身分行為の相手方等の氏に俗字が用いられており

当該文字を通称名として登録していることが確認できる場合には、当該俗字を仮住民

票の通称として記載しても差し支えない。



（問13）仮住民票の作成に当たって、住所を定めた年月日及び従前の住所は空欄とする

とされているが、外国人登録原票に基づいて市区町村の判断で仮住民票の記載事項と

して記載することは可能か。

（答）適当ではない。

（問14）甲様式登録証明書が交付されている外国人について、仮住民票の記載事項であ

る「在留カードの番号」及び「特別永住者証明書の番号」には、登録証明書番号で

はなく、当該番号の末尾の数字を除いた、記号と８けたの数字から成る登録番号を

記載すべきと考えるがどうか。

（答）お見込みのとおり。

（問15）仮住民票の備考欄の記載は、行政執務上の資料とするためのものであり、記載

事項として法定されていないことから 住民基本台帳法の一部を改正する法律 平成、 （

２１年法律第７７号）附則第３条第５項に基づく通知の対象とする必要はないと考え

るがどうか。

（答）お見込みのとおり。

（問16）仮住民票の氏名欄に漢字による氏名のみを記載し本人に通知した場合で、当該

仮住民票の通知を受けた者から、外国人登録された漢字氏名に対応するローマ字表記

アルファベット併記名 を外国人登録原票に登録した上で 漢字による氏名の記載（ ） 、

に代えてローマ字による氏名の記載を希望する旨の申出があったときは、これに応じ

ることとして差し支えないか。

（答）お見込みのとおり。

なお、申出に際して、外国人登録された漢字氏名により印鑑登録を行っている者

に対しては、当該印鑑登録の取扱いを説明することが望ましい。

（問17）仮住民票を作成されている者から、住民基本台帳事務処理要領第６－１０－ア

からウ ア－ ウ を除く に準じて 施行日前にドメスティック・バイオレンス（ （ ） 。） 、

及びストーカー行為等の被害者の保護のための措置の申出を受け付け施行日から支援

措置を実施することとした場合、支援措置の期間は施行日から起算して１年とするこ

とでよいか。

（答）お見込みのとおり。

      



別紙１

△△△△長　様

※住民票コードがわからない場合は、生年月日と性別を記載してください。

※通称として記載を求める呼称が日本国内における社会生活上通用している状況等について

　具体的に記載してください。　

代理人又は使者による申出の場合は下記に記入してください。

注）この申出書の提出と併せて、通称として記載を求める呼称が居住関係の公証のために

 住民票に記載されることが必要であることを証するに足りる資料を提示してください。

通称記載申出書

通称として記載を
求める呼称

住　民　票 生年月日
年　　月　　日

性別
男・女

コ　ー　ド

次のとおり、通称の住民票への記載を求めます。

平成　　年　　月　　日

※ ※

通称として記載を求める呼称が居住関係の公証のために
住民票に記載されることが必要であると認められる事由の説明

氏　　　名

（自署又は記名押印）

連 絡 先

住　　　所

連 絡 先

住　　　所

（自署又は記名押印）

氏　　　名



別紙２

△△△△長　様

※住民票コードがわからない場合は、生年月日と性別を記載してください。

代理人又は使者による申出の場合は下記に記入してください。

通称削除申出書

住　　　所

住　　　所

住　民　票 生年月日

削除を求める通称

　　　　年　　　月　　　

（自署又は記名押印）

（自署又は記名押印）

平成　　年　　月　　日

次のとおり、住民票に記載されている通称の削除を求めます。

性別
男・女

コ　ー　ド ※ ※

連 絡 先

連 絡 先

氏　　　名

氏　　　名




